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第１章 このテキストの使い方  
 

加工⾷品の原材料に関する表⽰には、使⽤した原材料を重量順に表⽰するほか、国
内で製造されるすべての加工⾷品を対象とした「原料原産地表⽰」1や、特色のある原
材料を使⽤している旨を強調した「特色のある原材料の表⽰」2等があります。 

このテキストでは、畜産加工品を対象として、原材料に関する情報のうち、原料原
産地表⽰の対象となる「原産地（原産国）」の変更状況に着⽬したモデルとして、ポー
クソーセージ（ウインナー）とヨーグルトを例とし、それぞれの注意ポイントを企画・
準備・製造・出荷の各段階に分けて解説します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

                                                   
1「原料原産地表示」、２「特色ある原材料の表示」については p.5 をご参照ください。 
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＜畜産加⼯品製造の流れ＞ 
基本的な製造の流れは以下のとおりとなっております。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②配合・製造 

④製造の記録 

製造記録 

（製造⽇報・

包装記録） 

納品書 
＜原材料調達段階＞ 

□ 商品規格書に沿った原材料を発
注する 

□ 入荷検品のときに納品書と現品
の産地情報を照合する 

□ 入荷した原材料に対して、⾃社
ロットを発⾏（付記）する 

□ 産地が異なる場合には、別の原
材料ロットとして保管する 

③商品仕様の決定 

＜情報の伝達・記録の帳票＞ ＜注意ポイント＞ 

（
２
）
準
備
段
階 

（
１
）
企
画
段
階 

①配合（レシピ）の
決定 

原材料配合表 

□ 「原材料配合表」を作成し、使
⽤する原材料の重量割合上位１
位の原材料を特定する 

□ 原材料サプライヤから「原材料規
格書」を受け取る 

□ 原材料の供給⾒通し（産地情
報）をサプライヤに確認し、「商品
規格書」を作成する 

□ 産地が変動する可能性を考慮
して、原料原産地表⽰⽅法を決
定する 

原材料規格書 

＜工程＞ 

（
３
）
製
造
段
階 

（
４
）
出
荷
段
階 

③容器包装 

①製造の指⽰ 

①原材料
の発注 

出荷・販売 

製造指⽰書 

②調達先の選定 

③原材料
の分別管
理 

□ 原材料ロットと包材を指定して
製造を指⽰する 

□ 製造した記録を残す 

□ 製造ロット番号を記載した出荷
の記録を残す 

＜包材調達段階＞ 

□ 商品規格書の内容に沿った包
材をデザインして発注する 

□ 納品された包材を確認する 

出荷記録 

（出荷指⽰

書・納品書） 

⼊荷記録 

（検品記録） 

②包材の 
搬入・保
管 

（注）製造者が作成するものは赤色、 
取引先から受け取るものは⻘色 

発注書 

商品規格書 

包材調達 

段階 

原材料調達

段階 

②原材料
の搬入 

①包材の 
発注 
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1 「原料原産地表⽰」 

平成２９年９月 1 ⽇より（令和４年４月１⽇完全施⾏）、国内で製造されるすべての加工⾷品を対象に、重
量割合上位１位の原材料の原産地を国名で表⽰することが義務付けられている。表⽰すべき原産地が複数あ
る場合には国別重量順表⽰。条件※により「⼜は表⽰」や「⼤括り表⽰」が可能。（「原料原産地マニュアル」
参照） 

※条件の１つに、Q&A において以下のとおり明⽰されている。（Q&A 原原－40 参照） 
１ （原原－27）、（原原－32）、（原原－38）のとおり、「⼜は表⽰」や「⼤括り表⽰」等ができる条件

の１つとして、⾷品表⽰基準第 41 条の努⼒義務の規定とは別に、過去⼜は今後の⼀定期間におけ
る原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを⽰す資料や、過去⼜は今後の⼀定期間に
おける原産地ごとの使⽤割合の順を⽰す資料の保管が定められています。 

２ 根拠資料等の保管期間は、その根拠を基に表⽰が⾏われている製品の 
① 賞味（消費）期限に加えて１年間 
② 賞味期限の表⽰を省略している製品については、製造をしてから５年間とします。 

３ 「⼜は表⽰」、「⼤括り表⽰」等には過去の使⽤実績が活⽤されることになりますので、そのことを
⾒越して、現在の産地別使⽤割合等の書類の保管を⾏ってください。 

 

２ 「特色のある原材料の表⽰」 

「〇〇使⽤」、「〇〇⼊り」のように、特色のあることを⽰す⽤語を冠する等により、⼀般的名称で表⽰さ
れる原材料に対し差別化が図られたもの。Q&A において以下のとおり例⽰されている。（Q&A 加工－208 参
照） 

・特定の原産地のもの 

・有機農産物、有機畜産物及び有機加工⾷品 

・非遺伝子組換えのもの等 

・特定の製造地のもの 

・特別な栽培方法により⽣産された農産物 

・品種名等 

・銘柄名、ブランド名、商品名 

   なお、特色のある原材料等に関する事項を表⽰する場合、次のいずれかの割合を当該表⽰に近接した場所
⼜は原材料名の次に括弧を付して表⽰する。ただし、その割合が１００％である場合には、割合の表⽰を省
略することができる。（「基準」第７条の表中「特色のある原材料等に関する事項」の項を参照） 

    １ 特色のある原材料の製品の原材料及び添加物に占める重量の割合 

    ２ 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同⼀の種類の原材料を合わせたもの
に占める重量の割合（この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材
料と同⼀の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨の表⽰を表⽰する。） 

 
 
 
 
 

  


